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電源開発（株）に対する TCI の投資に係る 

外為法に基づく中止勧告について 

 
 
 ＴＣＩ（ザ・チルドレンズ・インベストメント・マスターファンド）による

電源開発株式会社の株式取得（対内直接投資等）に係る外為法に基づく届出に

対して、当該対内直接投資等の中止を勧告するとともに、両大臣による談話を

発表しました。 
 
 財務大臣及び経済産業大臣は、ＴＣＩが提出した株式取得に関する届出書

（電源開発株式会社の株式を２０％まで買い増す旨の事前届出）に関して、

外国為替及び外国貿易法第２７条第３項に基づく審査を行いました。 

 その結果、当該取引は、同項に規定する「国の安全等に係る対内直接投資

等」であると認められたことから、財務大臣及び経済産業大臣は、外為審の

意見を聴いて、本日、ＴＣＩに対して届出に係る対内直接投資等の中止を勧

告しました。 

  これに併せて、財務大臣及び経済産業大臣による共同談話「日本政府の対

日直接投資促進の姿勢は不変」を発表しました。 
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